
2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度2016年度

2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

通常国会
概算要求

税制改正要望等
年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～《主担当府省庁等》

KPI
（第二階層）

集中改革期間

地
方
行
政
分
野
に
お
け
る
改
革

＜⑪民間の大胆な活用による適正な民間委託等の加速＞

・以下の汎用
性のある先
進的な改革
に取り組む
市町村数

①窓口業務
のアウトソー
シング
【208⇒416】

総合窓口の
導入
【185⇒370】

②庶務業務
の集約化
【143⇒286】

（いずれも
2014年10月
現在⇒2020
年度）

○業務改革モデルプロジェクト

助言通知発
出（平成27
年8月28日
付総務大臣
通知）

業務改革モデルプロジェクト
（窓口業務のアウトソーシング、総合窓口の導入、庶務業務の集約化）

■地方自治体において、①住民サービスに直結する窓口業務、②業務効率化に直結する庶務業務等の
内部管理業務に焦点を当て、民間企業の協力のもとＢＰＲの手法を活用しながらＩＣＴ化・オープン化・アウ
トソーシングなどの業務改革を一体的に行い、住民の利便性向上につながるような取組をモデル的に実
施。モデル事業の実施を通じて改革の手法を確立し、その手法を横展開。
■政令指定都市等、規模の大きな自治体は一定取組が進んでいることから、人口規模10～20万人程度
の団体を主なターゲットとして、2016～18年度の各年度においてモデルとなるような改革を実践してもらう
「業務改革モデルプロジェクト」を6団体において実施。
■BPRの実施等計画策定段階において必要な経費について国費で助成。

・歳出効率化
の成果モデル自治体

6市町村

モデル自治体
6市町村

モデル自治体
6市町村

モデル自治体の取組の他の自治体への波及

・総務省におけるヒアリング等を通じた働きかけ
・各都道府県における管内市町村への働きかけ

↓
それぞれの
取組について
全ての都道
府県において
新たに取り組
む市町村が
拡大

《総務省自治行政局》

窓口・庶務業務以外で
の民間委託促進に係
る検討・方針決定

（事後的に検
証する指標）

左記方針にもとづき、民間・外部委託を
促進

上記手法を活用し、歳出効率化等の成果を検証

内閣府の標準委託仕様書（案）策定との連携

➢内閣府策定の標準委託仕様書（案）等について、モデル自治体における窓口業務の
アウトソーシングへの活用可能性とその検証結果提供

成果についてモデ
ル自治体で検証

成果についてモデ
ル自治体で検証 成果についてモデ

ル自治体で検証

歳出効率化等の成果の把握手法の検討・確立
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度2016年度

2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～《主担当府省庁等》

KPI
（第二階層）

地
方
行
政
分
野
に
お
け
る
改
革

＜⑪民間の大胆な活用による適正な民間委託等の加速＞

２．委託可能な範囲・適切な民間委託の実施方
法の整理

➢１と並行して関係省庁と連携・調整し、委託可
能な範囲及び制度上の課題を整理するとともに、
窓口業務等の適切な民間委託の実施方法を整
理する。

１．地方自治体の窓
口業務について民間
事業者への委託可能
な範囲の整理・地方
自治体への通知発出
改定

２．地方自治体の民
間事業者への業務委
託における偽装請負
に関する留意点の整
理・地方自治体への
情報提供

３．地方自治体の公
金債権回収業務につ
いて民間委託のため
の調査検討・地方自
治体への情報提供

・標準委託
仕様書等
を使用す
るモデル
自治体数
【2016年

度：６団
体】

・モデル自治
体等におい
て、法令等に
則り窓口業
務の委託を
実施できてい
る自治体数、
委託により業
務の効率化
が図られてい
る自治体数

・歳出効率
化の成果

○標準的な業務フローに基づく業務マニュアル・標準委託仕様書の作成

１．モデル自治体による業務フロー
の調査・分析

➢窓口業務に関するモデル自治体（６団体程
度※先進自治体を含む）を公募・選定し、実務
に即した業務フローやコスト等の調査・分析を
行う。

総務省業務改革モデルプロジェクトとの連携

➢総務省モデル自治体における窓口業務のアウトソーシング
について、標準委託仕様書（案）等の提供とその活用可能性に
係る検証結果反映

《内閣府公共サービス改革推進室》

４．モデル自治体にお
ける試行

➢モデル自治体にお
いて標準委託仕様書
（案）等に基づいた窓
口業務の民間委託を
試行し、その結果（法
令への適合性、業務
効率化の程度、経費
の削減効果等）を評
価

５ ． 標 準 委託 仕
様書（案）等の修
正

➢４の評価及び
総務省モデル自
治体における検
証結果を踏まえ、
標準委託仕様書
（案）等について、
必要な修正を行
う。

３ ． 業 務
マ ニ ュ ア
ル ・ 標 準
委託仕様
書（案）の
検討

➢ １ 及 び
２ の 整 理
を踏まえ、
標準的な
業 務 フ
ロ ー と 民
間委託の
為の業務
マ ニ ュ ア
ル ・ 標 準
委託仕様
書（案）を
策定する。

６．修正標準委託仕様書等の全国展
開
➢2017年度の修正を踏まえた標準委

託仕様書等を全国展開し、地方自治
体における窓口業務の民間委託の取
組を推進するとともに、法令への適合
性、業務効率化の程度、経費の削減
効果等を検証。

歳出効率化等の成果を検証

集中改革期間

（事後的に検
証する指標）
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

KPI
（第二階層）

○連携中枢都市圏の形成促進等

地
方
行
政
分
野
に
お
け
る
改
革

＜⑫公共サービスの広域化＞

集中改革期間

（注）現在の連携中枢都市（圏）の要件
①地方圏の指定都市、新中核市（人口20万以上）であって、
②昼夜間人口比率概ね１以上を満たす都市を中心とする圏域

・「連携中枢
都市圏」の形
成数
【2015年度に

目標圏域数
を設定】

・社会人口
増減など

連携中枢都市圏
制度開始
（2015年1月～）

※各地方公共団体
が作成する「地方
版総合戦略」を踏
まえ、形成数のＫＰ
Ｉを設定

圏域の形成について、以下の取組等を通じ推進
・圏域形成の検討のために必要な経費について国費で助成

（平成28年度概算要求２．２億円）
・各地域の先進的な地域連携に関する取組事例の情報提供

左記ＫＰＩを踏まえ、圏域の形成を推進
（事後的に検
証する指標）

■地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コンパクト化とネットワ－
ク化により、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある経済社会を維持するための拠点を
形成することを目的とする。連携中枢都市圏を全国展開するため、圏域の形成に向けた取組を支援

2018年度に、これまでの圏域形

成に関する取組状況について、
検証を行う。この検証を踏まえつ
つ、ＫＰＩ達成に向けた取組を推進

《総務省自治行政局・地域力創造グループ》

○定住自立圏の形成促進等

（注）定住自立圏における中心市の要件
①地方圏の市（人口５万程度以上）であって、②昼夜間人口比率１以上を満たすこと

・「定住自立
圏」の協定締
結等圏域数
【2020年度ま
でに140圏
域】

定住自立圏
制度開始
（2009年4月）

新たな圏域の形成を推進
2015年度中に実施する取組成果の再検証の結果を踏まえ、
人口減少克服の観点から地域連携が有効に機能する仕組み
を構築

左記の新たな仕組みにより、取組を推進

■中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体として生活に必要な都市機能（行
政サービス・民間サービス等）を確保することを目的とする。各圏域の取組を支援するとともに、新たな圏域の形成を
推進
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

KPI
（第二階層）

集中改革期間

《内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）戦略室、社会保障改革担当室、総務省関係部局》

Ｉ
Ｔ
化
と
業
務
改
革
、
行
政
改
革
等

＜⑬マイナンバー制度の活用や国による地方自治体のＩＴ化・ＢＰＲ推進に向けた取組促進策の提示等＞

ｅガバメント閣僚会議の下に
設置された「国・地方ＩＴ化・Ｂ
ＰＲ推進チーム」（主査：政府
CIO）において第一次報告書
を2015年６月に取りまとめa

地方公共団体のIT化に係る実

態の把握、相談・支援の仕組
みの方針を検討

変革意欲のある自治体に対
して、政府ＣＩＯ等がアドバイス
し、支援できる仕組みの整備
に向けた活動を開始

・マイナンバー
制度の活用や
国による地方自
治体のＩＴ化・Ｂ
ＰＲ推進による
経済・財政効果

・各種証明書
のコンビニ交
付の利用件数
【目標は2016
年度中に設
定】

・左記の取組
促進策等に
沿ってＩＴ化・Ｂ
ＰＲに取り組
んだ自治体数
【目標は2016
年度中に設
定】

・自治体にア
ドバイスや意
見交換等を
行った件数

【目標は
2016年度中
に設定】

マイナンバー・個人番号カード活用によるオンライン
サービス改革の検討（2015年度～2016年度）

検討を踏
まえた対
応方針の
具体化

左記対応方針の実施

国・地方ＩＴ化・ＢＰＲ推進チーム 第一次報告書に沿っ

て、申請等手続の現状調査、オンライン化・自治体
の取組促進策の検討等を進め、追加・見直しの結論
を得る。

左記の結論について、自治
体に周知徹底し、自治体の
計画的な取組を促す

左記に基づき
引き続き実施

政府CIO等によるアドバイスについて、変革意欲をより効果的に生かせる方法を検討しつつ、
引き続き実施

地方においてＩＴ戦略等を推進する人材の育成やＣＩ
Ｏの役割を果たす人材確保について実態に応じた支
援の在り方につき検討、方針を決定

左記の結果を踏まえ、自治体と連携しつつ、取組を
促進

国と自治体等の間の情報・意見交換の場をITを活用

して提供する仕組みを含め、各省の施策と連携しつつ、
自治体を支援する仕組みの内容等を具体的に検討し、
決定

左記の結果を踏まえ、対策を実施

上記の諸施策の経済・財政効果等の検証手法等の検討

（事後的に検
証する指標）
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

Ｉ
Ｔ
化
と
業
務
改
革
、
行
政
改
革
等

KPI
（第二階層）

集中改革期間

＜⑭国のオンラインサービス改革、各府省庁の業務改革、政府情報システムのクラウド化・統廃合＞

・政府情報シ
ステム運用コ
スト
【2013年度：
4000億円 目
標：2021年度

を目途に３割
圧縮（現在約
27％の圧縮

が可能となる
見込み）】

世界最先端IT国家創造宣
言（平成26年６月24日閣
議決定）を2015年６月に改
定

《内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室、総務省行政管理局》

・政府情報
システム数
【2012年
度：1450
目標：2018
年度まで
に半減（現
在、約63％

の削減が
可能となる
見込み）】

政府CIO等による各府省へのヒアリング・レ

ビューや「政府情報システム改革ロードマップ」、
「政府情報システムに係るコスト削減計画」の
見直し等を通じ、世界最先端IT国家創造宣言

等に基づく政府情報システムのクラウド化・統
廃合、運用コストの削減に向けた取組等を着実
に実施する。

左記の方針を踏まえ、引き続き取り組む。
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

KPI
（第二階層）

Ｉ
Ｔ
化
と
業
務
改
革
、
行
政
改
革
等

＜⑮（地方）業務の簡素化・標準化、自治体クラウドの積極的展開＞

《総務省地域力創造グループ、内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室》

「電子自
治体の取
組みを加速
するための
10 の指針」
のフォロー
アップ結果
を具体的に
取りまとめ、
自治体に対
し、助言・情
報提供等を
実施

・地方公共団
体の情報シ
ステム運用コ
スト

【目標：３割
圧縮（目標期
限を集中改
革期間中に
設定）】

・クラウド導入
市区町村数
【2014年度：
550団体
目標：2017年

度までに倍増
（約1,000団
体）を図る】

・歳出効率
化の成果

国・地方ＩＴ化・ＢＰＲ推進チー
ムにおいて、自治体クラウド
の取組事例（全国で54グルー
プ）について、クラウド化業務
範囲、関連経費詳細項目の
比較等や、当該経費の削減
方策・効果等について深掘り・
分析し、その結果を整理・類
型化

都道府県における情報システム運用コストの削減に向けた方策を調査・研究

し、その結果を具体的に分かりやすく提供し、助言を実施

クラウド化を通じた業務の簡素化・標準化の

推進

国・地方ＩＴ化・ＢＰＲ推進チームにおける深掘

り・分析及び整理・類型化の結果について、

自治体に対し、具体的に分かりやすく提供し、

助言を実施することにより倍増目標を達成

クラウド

化してい

ない自治

体・シス

テムの要

因の検証

左記の要因

の検証を踏

まえ、クラウ

ド化・業務改

革を一層推

進

左記の提供・

助言を引き

続き実施

集中改革期間

（事後的に検
証する指標）
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

Ｉ
Ｔ
化
と
業
務
改
革
、
行
政
改
革
等

KPI
（第二階層）

《内閣府政策統括官（経済社会システム担当） 、公共サービスイノベーションＰＦ参加省庁等》

＜⑯公共サービスイノベーションに係る先進事例の全国展開＞

・公共サービ
スイノベーショ
ンの進捗を検
証するための
指標

・公共サービ
スイノベーショ
ンによる経済・
財政効果

必要に応じ会合を開催し、公共サービスイノベー
ションＰＦで取りまとめた自治体等における先進的な
取組を全国展開するためのアクションプランの実行、
ＰＤＣＡ、必要な制度改正の検討について議論

「公共サービスイノベーショ
ン・プラットフォーム（ＰＦ）」
において、優良事例の全国
展開に向けた課題と対応を
取りまとめ

左記の取組状況を踏まえ、
更なる取組を検討・実施する

集中改革期間

（事後的に検
証する指標）
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

KPI
（第二階層）

Ｉ
Ｔ
化
と
業
務
改
革
、
行
政
改
革
等

集中改革期間

＜⑰地方税における徴収対策の推進＞

《総務省自治税務局》

※徴収率に
ついては実績
をモニタリン
グ

徴収事務の着実な
実施（滞納整理機
構などの徴収事務
の共同処理を含
む。）及び納税者
が税を納付しやす
い納税環境の整備
を、地方団体に要
請。

・地方税の
徴収率
【向上】
（2015年度

中に基準
財政収入
額算定上
の「標準的
な徴収率」
を設定）

■滞納整理機構などの徴収
事務の共同処理を行っている
団体の効果や課題について
深掘り・分析し、その結果を整
理・類型化

■インターネット公売など、効
率的・効果的な滞納整理の手
法を導入した団体の効果や
課題について整理・分類

■電子申告の推進や収納手
段の多様化（コンビニエンス
ストア、クレジットカードの活
用等）に取り組む団体の効果
や課題について整理

地方団体が行って
いる先進的な徴収
対策の取組を調査・
研究した結果を整
理・類型化して、具
体的に分かりやすく
提供。

左記により、効果的な徴収対策の全国展開
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

KPI
（第二階層）

Ｉ
Ｔ
化
と
業
務
改
革
、
行
政
改
革
等

＜⑱国・地方の公務員人件費の総額の増加の抑制＞

・総人件費の額
・総定員数

・総人件費の額
・総定員数

・給与制度の総
合的見直しの
取組自治体数

国家公務員の総人件費につ
いて、「国家公務員の総人件
費に関する基本方針」（平成26
年７月25日閣議決定）を決定。

定員要求 定員査定・決定

《内閣官房内閣人事局》

国家公務員の給与については、労働基本権制約の
代償措置として民間準拠で行われる人事院勧告制度
を尊重するとの基本姿勢の下、決定。

人事院勧告
※人事院勧告
の有無につい
ては年度によっ
て異なる。

人事院勧告が行われた場合、
給与については、人事院勧告
制度を尊重するとの基本姿勢
に立ち、国政全般の観点から検
討を行った上で取扱いを決定す
る。

国家公務員の総人件費について、地域間・世代間
の給与配分を見直す「給与制度の総合的見直し」
の実施や定員合理化等を行うことなどにより、人件
費の抑制を図る。

計画期間を通じ、左記の方針を踏まえ、引き続
き取り組む。

〇地方公務員

人事委員会
勧告

《総務省公務員部》

地方公務員については、各地方公共団体において、「給与制度の総合的見直し」に着
実に取り組むとともに、各地方公共団体の給与事情等を踏まえ、給与の適正化を図る。

地方公務員の給与改定につ
いては、各地方公共団体にお
いて、地方公務員法の趣旨に
沿って、各団体の議会におい
て条例で定める。

計画期間を通じ、左記の方針を踏まえ、引き続
き取り組む。

（事後的に捕
捉する指標）

（事後的に捕
捉する指標）

〇国家公務員

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会
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経済・財政再生計画 その他の検討項目

＜「税制抜本改革法」を踏まえた地域間の税源の偏在を是正する方策、課税自主権の拡充＞ 《総務省》

「税制抜本改革法」を踏まえ地域間の税源の偏在を是正する方策を講ずるとともに、地方自治体が自主性を発揮できるよう課税自主権の拡充を図る。

■地域間の税源の偏在の是正については、平成26年度与党税制改正大綱等に沿って、具体的な措置を講じることとなっており、この方針に従って、関係団体の意見
も踏まえながら、税制改正プロセスの中で検討
＜平成26年度与党税制改正大綱＞
○ 消費税率10％段階においては、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進める。また、地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や
効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行う。
＜平成27年度与党税制改正大綱＞
○ 平成26年度与党税制改正大綱における消費税率10％段階の地方法人課税の偏在是正については、平成28年度以後の税制改正において具体的な結論を得る。

■課税自主権の拡充については、その一層の拡充を図る観点から、必要な制度の見直しを行うとともに、情報提供など地方団体への支援を行う。法定外税の導入件
数等については、毎年度、調査の上、公表。

＜地方単独事業について、過度な給付拡大競争を抑制していくための制度改革＞ 《制度所管府省庁》

■地方単独事業について、過度な給付拡大競争を抑制していくための制度改革を進める。 国が果たすべき役割の範囲を制度上明確にする際、地方自治の原則に十
分配慮する。

例えば乳幼児医療費などの一部負担金減免については、その在り方について、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響等を考慮しながら、厚生労働省において議
論を続けていくこととしている。

＜地方交付税制度改革に合わせた留保財源率についての必要な見直し＞ 《総務省》

■地方交付税制度の改革に合わせて、留保財源率については必要な見直しを検討する。
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経済・財政再生計画 その他の検討項目

＜エビデンスに基づくPDCAサイクルの抜本的強化＞
＜（行政事業レビュー）定量的な成果目標設定の徹底と一層厳格な自己点検＞
＜（行政改革推進会議）府省横断的・継続的な検証の推進＞

■経済・財政一体改革推進委員会の取組と連携しつつ、各府省庁の事業の必要性、効率性、有効性の自己検証・点検を進める。

＜共助社会づくり＞ 《内閣府》

■「共助社会づくり懇談会」において取りまとめられた報告書「共助社会づくりの推進について～新たな「つながり」の構築を目指して～」を踏まえ、共助社会づくりを推
進する。

＜ソーシャル・インパクト・ボンドの活用拡大＞ 《行政・民間》

■貧困・失業対策をはじめとする幅広い分野において、官民連携によるソーシャル・インパクト・ボンド等の活用を拡大する。

《内閣官房 行政改革推進本部事務局》
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４．文教・科学技術、外交、
安全保障・防衛等
（文教・科学技術）
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

①
少
子
化
の
進
展
を
踏
ま
え
た
予
算
の
効
率
化
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

＜ⅰ学校規模適正化と学校の業務効率化＞

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

《文部科学省、都道府県、市町村》

《文部科学省から市町村に委託》

《文部科学省、都道府県、市町村》

《文部科学省》

【学校規模適正化】

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加修正
の上、推進・
拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推
進・拡大

中間検証を踏ま
え、取組内容を
追加・修正の上、
推進・拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推
進・拡大

・学校の小規模化
について対策の検
討に着手している
自治体の割合
【2018年度2/3】
【2020年度100%】

取組推進
実施状況を教職員定数の見
通し作成・提示に漸次活用
取組状況とその成果につい
て中間検証

時限的な教員加配等の統合校に対する支援

学校規模の適正化の好事例を継続的に全国展開、各自
治体の取組促進

取組推進
取組を通じた研究成果の分
析、支援策への反映
取組状況とその成果につい
て中間検証

統合による魅力ある学校づくり等のモデル創出に向けた委託研究を
実施

取組推進・拡大
得られたデータを教職員定
数の見通し作成・提示を含
む政策に漸次活用
取組状況とその成果につい
て中間検証

学校規模の適正化に関する各自治体の進捗状況
について、統廃合等の件数・経費を含め、調査・公
表

学校規模
の適正化
に関する
各自治体
の状況調
査・公表

取組推進。取組状況とその
成果について中間検証

経済・財政再生計画 改革工程表（案）
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

①
少
子
化
の
進
展
を
踏
ま
え
た
予
算
の
効
率
化
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2020
年度～

《文部科学省、都道府県、市町村》

《文部科学省、都道府県、市町村》

【学校の業務改善】

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推進・
拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推進・
拡大

・校務支援シス
テムの導入率
【2018年度88%】
【2020年度90%】

・教員の総勤
務時間及びそ
のうちの事務
業務の時間
（2013年調査：
週53.9時間,
5.5時間）
【2017年調査

においていず
れも2013年比
減を目標】

取組推進・拡大
取組状況とその成果につい
て中間検証

ICT活用による校務改善など学校現場の業務改善
に関する取組推進、好事例の全国展開、各自治体
の取組促進

取組推進・拡大
取組状況とその成果につい
て中間検証

教員の業務効率化を進め、教育指導により専念できるよう、教員以
外の専門スタッフの学校への配置等を促進

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

学校現場の
業務改善ガ
イドラインの
全国普及

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

①
少
子
化
の
進
展
を
踏
ま
え
た
予
算
の
効
率
化
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2020
年度～

＜ⅱエビデンスの提示＞

《文部科学省、都道府県、市町村》

《文部科学省、都道府県、市町村》

《文部科学省》

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加修正
の上、推進・
拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加修正
の上、推進・拡
大

全国学力・学習状況調査の
大学等の研究者による研究
への活用推進・拡大
取組状況とその成果につい
て中間検証

教育政策に関する実証研究を開始
➢各種の加配措置、少人数教育、習熟度別指導等多

様な教育政策に関する費用効果分析を含め、研究
者・有識者からなる実効性ある研究推進体制の下で、
一定数の意欲ある自治体等の協力を得て実施

➢中期の継続的な縦断研究及び短期の研究を実施
1)多面的な教育成果・アウトカムの測定

・知識・技能、思考力・判断力・表現力、学習意欲等
・コミュニケーション能力、自尊心・社会性等の非認知能力
・児童生徒の行動

2)子供の経時的変化の測定
3)学校以外の影響要因の排除等も考慮

学校・教育環境に関するデータ（自治体別の児童生徒1人当たりの教職
員人件費、学校の運営費、学校の業務改善の取組、学級数別学校数
等）について、有識者の協力を得つつ、比較可能な形で調査、公表

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

教育政策に関す
る実証研究の枠
組み・体制等に
ついて研究者・
有識者の協力を
得つつ検討

全国学力・学習状況調査の研究への活用について、 「全国的な学力調査
に関する専門家会議」において、文部科学省からの委託研究等以外でも
大学等の研究者が詳細データを活用できるよう、提供する詳細データの
内容やデータの管理方法、研究成果の公表の在り方など、具体的な貸与
ルールを検討・整備

調査を推進・拡大
➢得られたデータは都道府県

別に「見える化」するとともに、
教職員定数の見通し作成・提
示を含む政策に漸次活用

取組状況とその成果について
中間検証

実証研究を計画的に実施
➢得られた研究成果は成果や費用、政策が実施

される背景にある環境要因を「見える化」すると
ともに、それらを総合的に考慮して教職員定数
の中期見通し作成を含む政策形成に漸次活用

報告、
公表

報告、
公表

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

①
少
子
化
の
進
展
を
踏
ま
え
た
予
算
の
効
率
化
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2020
年度～

＜ⅲ教職員定数の見通し＞

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

《文部科学省》

データ収集、実
証研究の進展
に応じ、必要に
応じ中期見通し
を改定、公表、
提示

➢各種加配措置等の効果について、既存の関連データを十分に活用しつつ、研究者・
有識者の協力を得て検討・検証。その結果明らかになった課題は、上記ⅱの実証研
究に活用

➢少子化の進展（児童生徒数、学級数の減等）及び小規模化した学校の規模適正化の
動向、学校の課題（いじめ・不登校、校内暴力、外国人子弟、障害のある児童生徒、
子供の貧困、学習指導要領の全面改訂への対応等）に関する客観的データ等の上記
ⅱのデータ収集及び実証研究の進展、地方自治体の政策ニーズ等を踏まえた予算の
裏付けのある教職員定数の中期見通しを策定、公表、各都道府県・指定都市に提示

教職員定数の中
期見通しを策定
する前提となる事
柄について整理

学校・教育環境に関す
るデータや教育政策の
成果及び費用、背景に
ある環境要因を総合的
に考慮して予算要求を
行い、教育における
PDCAサイクルを確立

＜ⅳ ICTを活用した遠隔授業拡大＞

モデル事業を通じて高校における遠隔授業実践例を拡大

高校への普
及促進

高校実践例を踏まえた課題
整理、中間検証

中学校等の授
業充実に向け
た活用の検討
を含め、中間検
証を踏まえ、取
組内容を追加
修正の上、推
進・拡大

・ICT活用に
よる遠隔教
育の実施校
数・開設科目
数
【2018年度42
校・科目】
【2020年度70
校・科目】

・知識・技能、思考
力・判断力・表現
力、主体性・協働
性・人間性等の資
質・能力の調和が
とれた個人を育成
し、OECD・PISA調
査等の各種国際
調査を通じて世界
トップレベルの維
持・向上を目標と
するなど、初等中
等教育の質の向
上を図る
（参考）PISA2012：
OECD加盟国中1
～2位

（ⅰ～ⅳ通じて）

《文部科学省、都道府県、市町村》

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

①
少
子
化
の
進
展
を
踏
ま
え
た
予
算
の
効
率
化
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2020
年度～

＜ⅴ 大学間の連携や学部等の再編・統合の促進＞

《国立大学、文部科学省》

暫定評
価を踏
まえ、取
組内容
を追加・
修正の
上、推
進・拡大

・学部・学科改
組を含む改革
構想を提案し
た国立大学の
うち当該構想
を実現させた
ものの割合
【2018年度50%】
【2020年度90%】

・大学間連携
を含む改革構
想を提案した
国立大学のう
ち当該構想を
実現させたも
のの割合
【2018年度60%】
【2020年度90%】

＜後掲＞

・高等教育の
質向上に関す
る指標

第3期中期目標期間を通じて推進
2019年度暫定評価において達成見込
みを確認

各国立大学の取組構想の進捗状況を確認、各国立
大学ごとに予め設定した評価指標を用いて、その
向上度合いに応じて段階的な評価を実施し、運営
費交付金の重点配分に反映（*取組構想は状況に
応じ随時追加・変更）

第3期中期目標期間を通じて取組実施

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

国立大学法人運営
費交付金の重点支
援による取組の構
想（大学間連携、学
部等の再編統合を
含む）を提案

重点支援の対象と
する取組構想を選
定

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》

78



2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

②
民
間
資
金
の
導
入
促
進

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

＜ⅰ国立大学法人運営費交付金を重点配分するインセンティブ導入＞

2020
年度～

＜ⅱ国立大学の財源の多様化＞

《国立大学、文部科学省》

《国立大学》

《文部科学省、国立大学》

《文部科学省、国立大学》

《文部科学省、国立大学》

暫定評価
を踏まえ、
取組内容
を追加・修
正の上、
推進・拡大

中間検証を踏ま
え、取組内容を
追加・修正の上、
推進・拡大

中間検証を踏ま
え、取組内容を
追加・修正の上、
推進・拡大

中間検証を踏ま
え、取組内容を
追加・修正の上、
推進・拡大

中間検証を踏ま
え、取組内容を
追加・修正の上、
推進・拡大

・大学等と民間
企業との共同
研究件数・受
入金額（2013
年度：18千件、
390億円）
【2018年度：2013
年度比1.3倍】
【2020年度：2013
年度比1.5倍】

第3期中期目標期間を通じて産学連携の
取組を推進
取組状況とその成果について中間検証

第3期中期目標期間を通じて財源多様化の取組を推進
取組状況とその成果について中間検証

第3期中期目標期間を通じて産
学連携の取組を推進
取組状況とその成果について中
間検証

第3期中期目標期間を通じて推
進
取組状況とその成果について中
間検証

第3期中期目標期間を通じて推進
2019年度暫定評価において達成見込みを
確認し、民間資金獲得に向けた一層の努力
を促す方策を検討

各国立大学の取組構想の進捗状況を確認、各国立
大学ごとに予め設定した評価指標を用いて、その向
上度合いに応じて段階的な評価を実施し、運営費
交付金の重点配分に反映

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

各国立大学において、
取組構想の成果を検証
する評価指標を設定。民
間資金の獲得割合の上
昇も一つの指標とする。

各国立大学において、民間企業等との共同研究における
間接経費の在り方について検討し、共同研究契約等に反
映

産学官連携推進上のリ
スク要因を各大学が適
切にマネジメントできる
方策について検討

各国立大学における研究者、URA、知財取得・活用、設備
利用の支援スタッフ等により産学連携を総合的に企画推進
する環境を整備

国立大学経営力戦略に基
づき、各国立大学において、
可能な限り民間との共同研
究・受託研究に関する目標
を設定

各国立大学で更なる民間資金獲得のための方策を整理

国立大学における余裕金の運用範囲の拡大、収益を伴
う事業の範囲の明確化等について検討・制度整備

各国立大学が共同研究締結時の不実施補償、秘密保持等
の知的財産の取扱いにより共同研究等を制約されないよう、
各国立大学において共同研究等に関する戦略策定

大学と民間企業等との共同
研究における間接経費の必
要性に係る算定モデル策定
について検討

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

②
民
間
資
金
の
導
入
促
進

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

＜ⅲマッチングファンド型制度の適用加速＞

2020
年度～

＜ⅳマッチングプランナー制度の活用推進＞

《CSTI》

《CSTI》

《文部科学省》

（ⅰ～ⅳ通じて）

中間検証を踏
まえ、取組内容
を追加・修正の
上、推進・拡大

中間検証を踏
まえ、取組内容
を追加・修正の
上、推進・拡大

中間検証を踏
まえ、取組内容
を追加・修正の
上、推進・拡大

・応用研究向け
研究費制度への
マッチングファン
ドﾞ型の適用状況
【2020年度まで

増加傾向（具体
的な目標値は現
状把握後に設
定）】

＜再掲＞

・大学等と民
間企業との共
同研究件数・
受入金額

・地域の企業
ニーズと大学
等の技術シー
ズとのマッチ
ングによる共
同研究件数
【2018年度
600件】
【2020年度
1000件】

・企業から大学
等・公的研究
機関への研究
費総額（2009～
2013年度平均：
約0.1兆円#）

【2018年度：#
比1.1倍】
【2020年度：#
比1.2倍】

活用推進、支援終了後の継
続的フォローアップ
取組状況とその成果につい
て中間検証

マッチングプランナー制度の活用推進

第５期科学技術基本計画を
通じて推進・拡大
取組状況とその成果につい
て中間検証

共同研究・財源多様化等の取組を通じて、民間から大学等・公的機
関への研究費流入を促進

第５期科学技術基本計画を
通じて推進・拡大
取組状況とその成果につい
て中間検証

応用研究向けの研究費
制度についてマッチング
ファンド型制度を推進

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

マッチングファンド型の適用
対象制度を設定

マッチングファ
ンド型制度に
ついて現状把
握

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

集中改革期間

②
民
間
資
金
の
導
入
促
進

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

＜ⅴ国立大学法人に対する寄附金＞

2020
年度～

（①ⅴ、ⅰ～ⅴ
通じて）

《文部科学省、国立大学》

*国立大学について財政健全化に資する観点からも検討が必要

中間検
証を踏ま
え、取組
内容を
追加・修
正の上、
推進・拡
大

・国立大学における寄附金
受入額（2014年度：約0.07
兆円）
【2018年度：2014年度比1.2倍】
【2020年度：2014年度比1.3倍】

取組状況とその成果
について中間検証し、
寄附金獲得に向けた
一層の努力を促す方
策を検討

・世界大学ランキン
グ：2018年、2020年 、
2023年を通じて、トッ
プ100に我が国大学
10校以上とする、
・第３期国立大学法
人中期目標・計画の
達成状況について、
2019年度暫定評価
において達成見込み
を確認し、2021年度
に中期目標を全法人
において達成するこ
とを目標とする、
など高等教育の質の
向上を図る。

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

各国立大学において寄附金収入の拡大に向けた専門スタッフの配置
や寄附金獲得に向けた戦略策定

個人からの寄附
金に係る所得控
除・税額控除の選
択制導入につい
て検討（税制改正
要望）

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

③
予
算
の
質
の
向
上
・
重
点
化

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

＜ⅰ大学改革と競争的研究費改革の一体的推進＞

2020
年度～

《文部科学省、国立大学》

《文部科学省》

《文部科学省、国公私立大学》

《文部科学省、
国公私立大学》

検証を踏まえ、
取組内容を追
加・修正の上、
推進・拡大

暫定評価
を踏まえ、
取組内容
を追加・修
正の上、推
進・拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推進・
拡大

大
学
改
革
の
主
な
取
組

競争的研究
費改革と一
体的に検
討・実施

卓越大学院（仮称）の具体化に向けた取組、運用
開始
運用状況とその成果について中間検証

第5期科学技術基本計画を
通じて推進
取組状況とその成果につい
て中間検証

第3期中期目標期間を通じて推進
2019年度暫定評価において達成見込
みを確認

第3期中期目標期間を通じて
推進
取組状況とその成果につい
て2018年度に検証

国立大学法人運営費交付金において、「学長の裁
量による経費」を区分し、学長のリーダーシップによ
る改革の取組を推進

国立大学
経営力戦
略の着実な
実行

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

国公私立大学における卓越大学院（仮称）具体化に
向けた取組

産学官から
なる検討会
において検
討

制度検討

特定研究大学（仮称）制度の検討・制度整備

卓越研究員制度を実施

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

③
予
算
の
質
の
向
上
・
重
点
化

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2020
年度～

競
争
的
研
究
費
改
革
の
主
な
取
組

《CSTI、文部科学省》

《文部科学省、国立大学》

《文部科学省》

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推進・
拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推進・
拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推進・
拡大

大学改革と
一体的に検
討・実施

第５期科学技術基本計画を
通じて推進
取組状況とその成果につい
て中間検証

科学研究費助成事業の改革を推進

第５期科学技術基本計画を通じて順次実施・拡
大

第５期科学技術基本計画を
通じて推進・拡大
取組状況とその成果につい
て中間検証

文部科学省及び内閣府の大学等向け競争的研究
費（新規採択案件）について間接経費30％措置

取組状況とその成果につい
て中間検証

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

人事給与システム改革の状況を踏まえ、直接経費
からの人件費支出の柔軟化について検討

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

③
予
算
の
質
の
向
上
・
重
点
化

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2020
年度～

＜ⅱ有能な人材の流動化＞

《国立大学》

（ⅰ、ⅱ通じて）

＜ⅲ研究設備の共用化と研究費の合算使用の促進＞

《ＣＳＴＩ》

《ＣＳＴＩ》

《文部科学省》

暫定評価
を踏まえ、
取組内容
を追加・修
正の上、推
進・拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推
進・拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推
進・拡大

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推進・
拡大

・クロスアポイント
メント適用教員数
（2015年現在92人）
【2018年度160人】
【2020年度200人】

・国立大学の若手（40歳未
満）の本務教員数
（2013年度現在16千人）
【2018年度：2015年度比＋300人】
【2021年度：2015年度比＋600人】

・購入した研究設
備の共用が可能
な事業制度数
（2015年度：19）
【2018年度：2015
年度比1.3倍】
【2020年度：2015
年度比1.5倍】

・合算使用が可能
な事業制度数
（2015年度：19）
【2018年度：2015
年度比1.3倍】
【2020年度：2015
年度比1.5倍】

・共用システム
を構築した研究
組織数
【2018年度70】
【2020年度100】

第5期科学技術基本計画を通じて共
用システムを推進・拡大するとともに、
研究施設間のネットワークを構築
（プラットフォーム化）
取組状況とその成果について中間
検証

研究設備・機器を研究組織単位で一元的にマネジ
メントする共用システムを導入するとともに、産学官
で共用可能な研究施設・設備等を整備・運用

第5期科学技術基本計画を
通じて推進・拡大
取組状況とその成果につい
て中間検証

研究費の合算使用が可能な範囲を順次拡大

第5期科学技術基本計画を
通じて推進・拡大
取組状況とその成果につい
て中間検証

研究設備の共用が可能な範囲を順次拡大

第3期中期目標期間を通じて推進
2019年度暫定評価において達成見込
みを確認

各国立大学において計画に沿って人事給与システ
ム改革を推進

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

研究設備・機器の新たな共用
システムの導入方策について
検討

競争的資金における複数研究費
の合算使用の取扱い（2015年4月
以降公募案件から）をフォロー
アップ・徹底。研究機器等を購入
する場合の合算使用の条件につ
いて検討。競争的資金以外の研
究費も同様の取扱いができるよう
検討

競争的資金における研究機器
の共用の取扱い（平成27年4
月）をフォローアップ・徹底。競
争的資金以外の研究費も同
様の取扱いができるよう検討

年俸制･クロスアポイントメント
制度等、人事給与システム改
革と業績評価に関する第3期
中期目標期間を通じた計画を
各国立大学において策定

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

③
予
算
の
質
の
向
上
・
重
点
化

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2020
年度～

（ⅰ～ⅳ通じて）

＜ⅳ総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能強化＞

《ＣＳＴＩ》

中間検証を踏
まえ、取組内
容を追加・修
正の上、推
進・拡大

・研究の質向上に
関する指標
➢被引用回数
トップ10％論文
の割合：
2018～2020年
の我が国の総
論文数に占める
被引用回数トッ
プ10％論文数の
割合を10％以上
とすることを目
標

第５期科学技術基本計画を
通じて推進
取組状況とその成果につい
て中間検証

科学技術基本計画の方向性の下、科学技術イノ
ベーション総合戦略に基づき、科学技術イノベー
ション予算戦略会議により予算の重点化、各府省
庁の取組連携確保、調整

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

第5期科学技
術基本計画
策定

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

《主担当府省庁等》
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４．文教・科学技術、外交、
安全保障・防衛等

（外交、安全保障・防衛）
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

①
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
適
正
・効
率
的
か
つ
戦
略
的
活
用

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

2020
年度～

課題別の標準的
指標例を設定し
た割合【100%】、
改定割合【必要
に応じ、目安年
10%】

インパクト評価
の 実 施 件 数 【5
年 間 で 10 件 以
上】

外 部 評 価 の 着
実な実施【10億
円以上の事業に
ついて100%】

《外務省》

Ｏ Ｄ Ａ 「 見 え る
化」サイト掲載
案 件の 更新 数
【500案件以上/
年】

インフラシステ
ム の 受 注 額
【2020年に30兆
円】

＜ⅰＰＤＣＡサイクルの強化及び評価等に関する情報公開の促進＞

＜ⅱ民間部門等の資源の活用及び経済活動を拡大するための触媒としてのＯＤＡの推進＞

「質の高いインフラ」の展開や中小企業等の海外展開支援等によって、民間部門主導の成長を促進し、開発途上国の経済発展を一層力強く
かつ効果的に推進するとともに、日本経済の力強い成長にもつなげていく。

○官民連携による開発協力を推進
開発協力大綱
の閣議決定

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

＜国際機関への拠出について評価の基準・指標を明確化し、多面的・定量的な評価による拠出の妥当性検証＞

《外務省》

《外務省》

国際機関評価の実施、結果を平
成28年度概算要求に反映

毎年の予算概算要求に向け、可能な限り定量的・多面的な国際機関評価を実施して拠出の妥当性を検証し、その
結果を翌年度概算要求に反映

個別プロジェクトにイヤマークする任意拠出金について、プロジェクト毎の成果目標を公表すると共に、達成状況をフォローアップ

評価方法や評価対象等につき外部有識者の意見を聴取する等して、更なるＰＤＣＡ強化・透明性確保を推進

《外務省》

②
国
際
機
関
へ
の
拠
出

《外務省》

○可能な限り定量的な評価に向けた改善

課題別の標準的指標例の改定、アップデート

開発効果の検証が必要な事業（新たな手法、普及等）へのインパクト評価の実施

○外部評価への多様な主体の参加及び評価結果の活用を促進

事業評価外部有識者委員会による評価プロセス等のレビューの定期的実施

○ＯＤＡ「見える化」サイトの活用を促進

ＯＤＡ「見える化」サイトの随時更新

開発協力大綱
の閣議決定

課題別の標準的指標例の作成

《主担当府省庁等》
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2014・2015年度

集中改革期間 2019
年度
～2016年度

2017
年度

2018
年度

通常国会 概算要求 年末 通常国会

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

＜中期防衛力整備計画に基づく効率的な防衛力整備による費用対効果の向上＞

中期防衛力整備計画に基づく調達改革等による効率化の実施

中期防衛力整備計画及び経済・財政再生計画を踏まえ、防衛力整備の着実な推進とともに、調達改革等を通じ、一層の効率化・合理化を徹底
した防衛力整備に努める。

新設された防衛装備庁を中心に調達改革の一層の推進

ⅰ）プロジェクト管理手法の導入 ⅱ）ＰＢＬの適用拡大 ⅲ）随意契約の適用可能範囲の類型化、ⅳ）特別研究官の活用
による新しい契約制度の構築 ⅴ）安全保障技術研究推進制度の推進

《防衛省、防衛装備庁》

経済・財政再生計画 改革工程表（案）

2014 年 度 ～
2018年度にお
いて7,000億円
程度の縮減を
目標とする。
( 集 中 改 革 期
間において約
4,810億円の縮
減を目標とす
る)※

①長期契約を活用した装備品
等及び役務の調達
②維持・整備方法の見直し
③装備品のまとめ買い

④民生品の使用・仕様の見直
し、等による縮減見込額
【累積額の増額】

⑤プロジェクト管理手法の導入

プロジェクト管理の重点対象装
備品に選定される品目数（現時
点で12品目が対象に選定され

ており、そのうち４品目の総額
は8.2兆円）【増加】
⑥ＰＢＬの適用拡大

ＰＢＬ導入による維持・整備コス
トの縮減見込額（平成27年度
予算：15億円、平成28年度（概
算要求）：93億円の縮減見込
み）【累積額の増額】

⑦随意契約の適用可能範囲の
類型化
随意契約の適用件数（2013年

度調達実績を新規類型案に当
てはめたところ、１者応募・応札
となっていた約14,000件中約
6,000件が随意契約へ移行でき
たと推計）【拡大】

⑧特別研究官の活用による新
しい契約制度の構築

特別研究官による新たな制度
の提案数【拡大】

⑨安全保障技術研究推進制度
の推進

安全保障技術研究推進制度に
より採択した研究課題の件数
（2015年度実績では９件）【増
加】

※「中期防衛力整
備計 画（ 2014 年度
～2018年度）」（平
成25年12月17日閣

議決定）に基づく縮
減目標。金額はい
ずれも契約ベース

③
防
衛
関
係
費
の
効
率
化

《主担当府省庁等》
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